
第１６回 北海道交通事故対策検討委員会 
 

 

議事概要 

 

１．日時 令和６年３月１４日（木）１３時３０分～１５時００分 

２．場所 TKP 札幌駅カンファレンスセンター3階ホール 3B 会議室 

      （札幌市北区北７条西２丁目９） 

 

３．議事次第 

１．取組経緯・事故分析について（報告） 

２．事故危険区間の管理手法について（審議） 

３．事故危険区間のフォローアップについて（審議）  

４．通学路・生活道路対策に関する取組について（報告） 

５．今後の予定（報告） 

 

４．議事要旨 

 

１．取組経緯・事故分析について（報告） 

 

   ・これまでの事故危険区間の選定やフォローアップの審議結果により、事故危

険区間は合計 1,702 区間選定され、令和 5年度末時点で 1,133 区間が対策着

手済み。 

   ・事故危険区間の対策進捗に伴い、対策済み事故危険区間における死傷事故件

数は約 7割減少、死亡事故件数は約 9割減少。 

   ・北海道における死傷者数及び死者数はピーク時から減少傾向にあるものの、

令和 5年の死者数は 131 人と令和 4年から増加し、北海道の死者数全国順位

はワースト 4位。 

   ・北海道における近年の特徴的な事故として、「郊外部単路の正面衝突事故」

「観光客事故」「高齢者歩行者事故」に着目。 

・正面衝突事故への対応については、事故危険区間における正面衝突事故割合

が全道平均以上の追越禁止区間で、ランブルストリップス整備を推進してい

きたいと考える。 

   ・道外観光客及び外国人の交通事故への対応については、交通ルールの周知を

促しつつ、既存の事故危険区間における対策内容の検討に観光客関連の地域

性を考慮した分析結果を反映することが重要であると考える。 

・高齢歩行者事故への対応については、ハード・ソフトの両面で生活道路対策

を含めた対策を推進するとともに、ゾーン 30 プラスの拡大を推進することが

重要であると考える。 

 
【委員からの主な意見】 

 
  ・横断歩道における車両の一時停止率が他都府県と比べて低いと感じる。一時

停止遵守率向上に向けては、啓発活動のほかに他都府県で実施しているキャ
ンペーン活動も効果的であると考える。 

  ・横断歩道付近に警察や交通安全指導員が立っている場合と立っていない場合
では、横断歩道手前の車両一時停止率は全く異なる。ゾーン 30 や可搬型ハン
プ等の対策と現地における指導を組み合わせることも事故対策として効果
的。 



・インバウンドがコロナ禍以前の状態まで回復しており、来訪手段も大型バス
からレンタカー利用に変化していると感じる。例えば、交通ルール周知動画
を作成し、来日する前に動画を視聴してもらうなどの啓発活動も検討すべき
である。 

・ウォーカブルなまちづくりを推進するうえでも、これまでの子どもを対象と
したゾーン対策に加えて、地域包括支援センターのような高齢者が集まる施
設も含めたゾーン対策が重要である。 

・昨年はタイヤの脱輪による事故が連日発生していた。 
・子どもの自転車事故による被害軽減に向けては、ヘルメットの着用率向上も
重要な視点。 

・アパートや私道が多い生活道路では、自宅の庭のような感覚で道路を歩いて
いる高齢者を見かけており、このような状況下で事故が発生していると推
察。反射材着用の普及に努めているが、朝の時間帯だと対処が困難。 

・ゾーン 30 による対策だけではなく、外周道路の整備を推進することで、生活
道路の抜け道利用抑制に繋がる。 
 
【委員長による総括】 

 
・本委員会設立時の平成の時代は事故対策により大幅に事故が減少してきた
が、令和の時代は下げ止まり傾向。委員の発言を整理すると、委員会設立当
初には無かった事故特性が増加しており、現状の考え方だけでは下げ止まり
となっている令和の傾向とマッチングしないと考える。従来と同じような取
組を繰り返さずに、是非新たな取組で事故ゼロに向けた方針を検討し、示し
て頂きたい。 

 
 

２．事故危険区間の管理手法について（審議） 
 
   ・事故危険区間のうち、これまでの委員会において最終評価を実施し、追加対

策検討とならなかった事業完了区間 631 区間については、事故ゼロプランの

事業として既に完遂していることを鑑みて、事故危険区間から解除したいと

考えている。 

   ・事故危険区間における未着手区間のうち、重大事故の発生により緊急対策に

着手していた区間が 100 区間存在。元々予定していた対策とは異なる対策内

容だったため、これまでは未着手区間として整理していたが、全くの未着手

区間ではないことから、今後は着手済区間として管理していきたいと考えて

いる。 
 

【委員からの主な意見】 
 
   ・特に問題ないと考えており、今後の未着手区間の対策をより一層推進してい

く強いメッセージ性を感じた。 

   ・一方で、残された未着手区間をどのように対策し事故を減少させるのか、各

道路管理者で知恵を出し合い考えていく必要があると感じる。 

・解除した区間については、引き続きモニタリングすることが重要。 

・一般の方は気付きづらいかもしれないが、追突事故が多発していれば右折レ

ーンを設置するなど、ターゲットとなる事故に着目した対策を細やかに対応

頂いている。 
 

【委員長による総括】 
 
   ・事故危険区間の管理手法について、本委員会において承認。 



 
 

３．事故危険区間のフォローアップについて（報告） 
 
   ・事故危険区間における対策完了区間 380 区間のうち、205 区間が今年度の評価

対象区間。 

   ・中間評価 64 区間のうち 64 区間が経過観察、最終評価 141 区間のうち 136 区

間が解除区間、5区間が追加対策検討となった。 

   ・今後は、解除区間 136 区間を除く 935 区間を事故危険区間として管理する。

なお、追加対策検討 5区間は対策予定区間として管理する。（対策完了区

間：239 区間、着手済区間 222 区間、対策予定区間：474 区間）。 
  

【委員からの主な意見】 
 
   ・本検討委員会の良いところは、マクロなデータ分析により危険な箇所を抽出

し、ミクロなデータ分析により対策効果を検証しているところである。 

   ・これまでも様々な対策を実施してきているが、効果については一般の道路利

用者に十分に理解されてはいないと感じる。取組による効果もしっかり発信

することが重要。 
 

【委員長による総括】 
 
   ・事故危険区間のフォローアップについて、本委員会において承認。 
 

４．通学路・生活道路対策に関する取組について（報告） 
 
   ・令和 5年度は道内 4箇所において可搬型ハンプの試験設置を実施。 

   ・設置箇所では、設置前後における車両の走行速度が減少し、アンケート調査

やヒアリング調査においても対策効果を確認。 

   ・北見市美和小学校周辺においては、寒地土木研究所との連携により、ハンプ

の通年設置に向けたアスファルト製ハンプの実証実験を 3月末まで実施。 

   ・可搬型ハンプについては、各開発建設部で 1つずつ所有しており、設置を希

望する自治体には貸出可能。 

・設置費用については自治体で負担して頂いているが、ハンプの本設置に躊躇

している自治体があれば、試行的に可搬型ハンプを活用頂きたい。 

 
【委員からの主な意見】 

 
   ・今回の委員会に参加されている関係者も含めて、要望があれば積極的に開発

局に伝えて頂きたい。 

 

５．今後の予定（報告） 
 
   ・次回の委員会は令和 7年 3 月頃の開催を予定。 

事故危険区間のフォローアップ結果に関する審議、事故危険区間のフォロー

アップ手法に関する審議、交通安全に関する取組に関する報告を予定。 
 
 

  以 上  


